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は じ め に 

 

近年，こどもや若者，子育て家庭を取り巻く環境は，少子化や核家族化

の進行などによる家族のあり方の変化やライフスタイルの多様化，地域社

会のつながりの希薄化などにより大きく変化しています。 

また，それらを背景に，虐待や貧困などさまざまな困難に直面している

こども・若者や，子育てに不安や孤立感を抱える子育て家庭の増加など，こ

どもや若者，子育て家庭に関わる諸問題が深刻化しています。 

こうした中，国では令和５年４月にこども家庭庁が発足し，あわせて，全

てのこどもや若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の

実現を目指して，こども施策を総合的に推進することを目的とした「こど

も基本法」が施行されました。さらに，同年 12月に「こどもまんなか社会」の実現を目指すべく「こ

ども大綱」が策定されました。 

これらを受け本市では，既存の「子ども・子育て支援計画（第１期・第２期）」を基本としながら，

「こども大綱」の趣旨を踏まえた目標の見直し，課題や取り組みの再検討を行い，新しく，全てのこ

ども・若者，子育て当事者を対象とした「鹿嶋市こども計画」を策定いたしました。 

本計画では，「全てのこども・若者の将来にわたる幸福の基礎を築くまち かしま」を基本理念に，

令和７年度から令和11年度までの５年間におけるこども施策の基本目標と取り組みを盛り込んでお

ります。 

そして，こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向け，本計画のもと，こども・若者，

子育て当事者のライフステージに応じた切れ目のない支援に取り組んでいくことといたします。 

なお，本計画の推進にあたりましては，行政はもとより，家庭，地域，教育・保育機関，企業等が

それぞれの役割を果たすとともに，連携・協働により取り組んでいくことが望まれます。こどもや子

育て当事者を地域全体で支え，「こどもまんなか社会」を築いていくために，皆さまのご理解とご協力

をお願いいたします。 

 結びに，本計画の策定にあたり多大なるご尽力を賜りました鹿嶋市子ども・子育て会議委員の皆さ

まをはじめ，ヒアリングにご協力いただきました子育て支援事業関係団体等の皆さま，アンケート調

査やパブリック・コメントなどで貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆さまに心から感謝

を申し上げます。 

 

 令和７年３月 

 

                               鹿嶋市長 
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「こども」の表記について 

令和４年９月 15 日付け内閣官房副長官補付こども家庭庁設立準備室事務連絡により，各府省

庁の行政文書においては，こども基本法の基本理念を踏まえ，平仮名表記の「こども」の使用が

推奨されています。 

本計画においても，国で示された表記方法を準用し，特別な場合を除き，平仮名表記の「こど

も」を用いることとします。 

特別な場合 

①法令に根拠がある語を用いる場合 

②固有名詞を用いる場合 

③他の語との関係で「こども」標記以外の語を用いる必要がある場合 


